
保 険 ⾦ が ⽀ 払 わ れ な い 主 な 事 故

保険
期間

保険
⾦額

た だ し 、 上 記 に 加 え ソ フ ト ウ ェ ア は
次 の よ う な 場 合 に 保 険 ⾦ が お ⽀ 払 さ れ ま せ ん の で ご 注 意 く だ さ い 。

＜ 保 険 ⾦ が ⽀ 払 わ れ な い 事 例 ＞  
① 記 憶 さ れ て い る 情 報 の 破 壊 、 消 滅 、 盗 取
→ ウ イ ル ス に よ る 損 害 、 デ ー タ を 誤 っ て 消 去 し た 。 情 報 の コ ピ ー を と ら れ た 。

② 外 来 の 事 故 に 直 接 起 因 し な い 事 故
→ コ ン ピ ュ ー タ の 不 具 合 に よ る 損 失 、 作 業 上 の 過 失 （ プ ロ グ ラ ム ミ ス 含 む ）。

[対象外となる主な商材]

⾃動⾞

航空機

船舶

エネルギー関連機器の⼀部

コンテナ

不動産及びこれに準じるもの

（エレベーター、ガスタンク等）

その他⼯具

消耗品

据置⼯事等の役務

保 険 の 対 象

動産総合保険のご案内動産総合保険のご案内

� シ ャ ー プ フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社
詳細はイツトナLIVESからご確認ください。

原 則 と し て ご 使 ⽤ 中 の リ ー ス 商 材 す べ て が 保 険 の 対 象 と な り ま す 。
但 し 、 右 に 記 載 の 商 材 は 対 象 外 で す 。

リ ー ス 開 始 ⽇ （ 検 収 ⽇ ） か ら リ ー ス 期 間 満 了 ⽇ ま で と な り ま す 。
但 し 、 ⽀ 払 い 期 間 の 途 中 で リ ー ス 契 約 終 了 と な っ た 場 合 は 同 時 に 保 険 期 間 も 終 了 い た し ま す 。
ま た 、 再 リ ー ス 期 間 中 、 保 険 は 付 保 さ れ ま せ ん の で 保 険 期 間 の 対 象 外 と な り ま す 。

事 故 物 件 の 保 険 ⾦ 額 は 事 故 発 ⽣ 時 の 残 存 リ ー ス 料 が 限 度 額 と な り ま す 。
物 件 が 全 損 の 場 合 は リ ー ス 契 約 を 中 途 解 約 い た し ま す が 、 そ の 際 、 � 解 約
⾦ を 保 険 ⾦ で 充 当 す る こ と が で き ま す 。 修 理 ⾦ 額 等 が 保 険 ⾦ 額 を 上 回 る
場 合 も 通 常 は 全 損 扱 い と な り ま す 。
解 約 ⾦ を 含 む リ ー ス 契 約 の 場 合 、 解 約 ⾦ 部 分 に 保 険 は 付 保 さ れ ま せ ん 。

下 記 の 事 故 に よ っ て リ ー ス 物 件 に ⽣ じ た 損 害 が 保 険 ⾦ ⽀ 払
い の 対 象 と な り ま す 。

地震もしくは噴⽕またはこれらによる津波による損害

戦争、暴動などの事変による損害

保険の⽬的（保険の対象）の⽋陥・⾃然の消耗・さび・かび

ねずみ⾷い・⾍⾷いなどによる損害

核燃料物質などによる損害

詐欺または横領によって⽣じた損害

情報（プログラム、ソフトウェアおよびデータ）のみに⽣じた損害

公共機関による差押え没収などによる損害

修理、調整などの作業上の事故によって⽣じた損害 （※）

契約約款に規定する善管義務に違反して⽣じた損害

置き忘れ、紛失によって⽣じた損害

電気的・機械的事故による損害（機械内部に原因のある故障損害）

真空管、電球その他これらに類似の管球類に単独に⽣じた損害など

                        

※ただし、これらによって⽕災（焦げ損害を除きます。）、破裂または爆発�が
 ⽣じた場合の損害については、保険⾦のお⽀払の対象となります。

⽕災

注：対象物件によっては、保険⾦が⽀払われない場合があります。

建物外部からの物体の落下、⾶来、衝突

  （航空機の墜落、⾞両のとびこみなど）

取扱上の拙劣、または過失

破損（いたずらを含む） など

保 険 ⾦ が ⽀ 払 わ れ る 主 な 事 故

落雷 ⾵⽔災

破裂・爆発 盗難

■ 本 チ ラ シ は 動 産 総 合 保 険 の 概 要 を 説 明 し た も の で す 。 動 産 総 合 保 険 の 内 容 は ご 契 約 内 容 に よ っ て 異 な り ま す 。       
  詳 細 に つ い て は シ ャ ー プ フ ァ イ ナ ン ス へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
■ 保 険 事 故 が あ っ た 場 合 は 速 や か に 当 社 担 当 者 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。

当 社 の リ ー ス に は

ソ フ ト ウ ェ ア に も � 動 産 総 合 保 険 が

付 保 さ れ て い ま す ！ ！
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※対象となるソフトウェアがインストールされたハードウェアにも同時に
 損害が発⽣していることが条件となります。ソフトウェアのみに⽣じた
 損害は対象外です。
※ソフトウェアのバックアップがある場合は再インストールに係る費⽤が
 損害費⽤となります。



保険事故発⽣時のお⼿続き保険事故発⽣時のお⼿続き

保険⼿続き必要書類

ダウンロード

事故が発⽣したら・・・

イツトナ 報告書・詳細の掲載場所

【事故種類別書類】

�□ ⽕災    �：消防署の罹災証明

�□ 落雷    �：気象台の落雷証明書（新聞記事・気象庁ホームページでも代替可）

�□ ⾵⽔災   �：新聞記事（気象庁ホームページでも代替可）

�□ 盗難    �：警察署への被害届（盗難届）受理番号 �届出警察署、届出⽇、届出⼈

�□ 破損・漏⽔ �：第三者による器物損壊の場合 �加害者の情報

         �（⽒名、連絡先、賠償責任保険加⼊の有無、保険会社 等）

�□ 動産総合保険事故報告書

�□ 事故物件の写真（盗難の場合は、物件を設置していた場所）

�□ 修理可能な場合：修理⾒積書

   �修理不可能な場合→全損 (修理不能 )証明書 ※盗難を除く

�□ 事故種類別書類（以下参照）

■本チラシは動産総合保険の概要を説明したものです。動産総合保険の内容はご契約内容によって異なります。

 詳細についてはシャープファイナンスへお問い合わせください。

■保険事故があった場合はすみやかに当社担当者までご連絡ください。

契約番号

事故発⽣⽇時、場所

事故原因、状況

損害の程度（事故物件名、台数、型式など）

お客さまのご担当者⽒名

�シャープファイナンス株式会社
詳細はイツトナL IVESをご確認ください。

事故発⽣連絡をお客さまから受けた際には速やかに以下事項を当社までご連絡ください。

�※ �契約番号が分からない場合、お客さまの商号（屋号）、電話番号

⼿続き⽅法

必要書類（原本）を全てご準備いただき、各営業拠点まで送付をお願いたします。


